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外商投資鉱産勘査企業管理弁法

2008 年 7 月 18 日、 中国商務部及び国土資源部が「 外商投資鉱産勘査企業管

理弁法」 （ 「 本弁法」 ） を公表し た。 本弁法は、 「 中華人民共和国中外合資

経営企業法」 、 「 中華人民共和国中外合作経営企業法」 、 「 中華人民共和国

外資企業法」 、 「 中華人民共和国鉱産資源法」 及びその他の法律、 法規に基

づいて制定さ れたも ので、 2008 年 8 月 20 日付で施行さ れた。

対象

本弁法の対象は中国において合法的に鉱産（ 石油、 天然ガス 、 炭層ガス を除

く ） の探査及びそれに関連する 活動を行う 完全外国投資企業、 中外合資企業

及び中外合作企業（ 「 外資探鉱企業」 ） である 。

目的

本弁法は、 外国投資家によ る 中国での鉱産投資を奨励する こ と を目的と する

と 同時に、 外資探鉱企業の経営活動に関する 審査、 許認可及び行政手続き に

ついての規定を追加し て定めている 。

外資探鉱企業の監督及び管理

本弁法は、 外資探鉱企業が、 政府の各レ ベルにおける 商務の管理機関、 国土

資源の管理機関によ って監督、 管理さ れる と 規定し ている 。 具体的には、

「 外商投資産業指導目録」 （ 「 目録」 ） において禁止類と さ れる 鉱物（ 2007
年版の目録ではタ ングス テン、 モリ ブデン、 錫、 アンチモン、 ホタ ル石、 希

土、 放射性の鉱物資源がこ れに該当する ） の探査に投資する ための外資探鉱

企業の設立等は、 商務部によ って審査、 管理さ れ、 その他の鉱物の探査に投

資する ための外資探鉱企業の設立等は、 省レ ベルの商務部の機関によ って審

査、 管理さ れる と 定めている 。

外資探鉱企業の設立の申請

外資探鉱企業を設立する ためには、 該当する レ ベルの商務部の管理機関に申

請書と 共に、 投資家によ って署名さ れたフィ ージビリ ティ ・ ス タ ディ 報告書

等を提出する 必要がある 。 こ れに加えて、 （ 適当な場合） 合同事業契約書、

定款、 正式に選任さ れた董事会のメ ンバーリ ス ト 、 董事の任命状、 社名の予

備的承認通知書、 投資家の登録証書及び信用書類、 中国出資側がその探鉱権

の一部をも って出資する 場合は、 その探鉱権及び投資に関する 状況を説明す

る 報告書及び探査許可証のコ ピ ー等、 外国投資家の経営状況説明、 その他の
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必要と さ れる 書類を提出する 必要がある 。 こ れら の書類が提出さ れた後 5 営

業日以内に、 商務部の管理機関が同レ ベルの国土資源部の機関に意見を求め、

国土資源部の管理機関がそれを同意し た場合、 さ ら に 45 営業日以内に、 商

務部の管理機関が許認可の是非の判断を下し 、 設立に同意する 場合、 「 外商

投資企業批准証書」 （ 「 証書」 ） を申請者に授与する 。 申請者は、 証書をも

って、 一ヶ 月以内に、 工商行政管理機関で会社の登記手続き を行う 。

探査許可及び採鉱許可

外資探鉱企業は、 証書及び営業許可をも って、 国土資源部の管理機関に探査

許可証の申請を行う 。 探鉱の結果、 目録において外国投資家によ る 開発が許

容さ れる 鉱産を発見し た場合、 採鉱許可を申請する こ と ができ る 。 こ の場合、

元の審査機関において、 会社の事業目的範囲の変更手続き を行わなければな

ら ない。

上場

外国投資家が中国における 探査の成果に基づいて海外で上場する 場合、 その

上場に関する 詳細を商務部、 国土資源部に書面において届出る こ と が要求さ

れている 。

増資

外資探鉱企業が投資総額及び登録資本を増加する 場合、 通常の書類を提出す

る こ と に加えて、 増資申請書において、 増資の用途、 資金の出所、 作業状況、

探査許可証の使用、 必要な費用等を説明する こ と が要求さ れ、 全ての書類が

審査機関に提出さ れた後、 審査機関は 45 日以内に、 認可する か否かの判断

を下す。

中国側投資家に関する 事項

中国側の投資家は、 自ら 保有する 正当な探鉱権及びそれに関連する 地質調査

資料を出資、 合作の条件と する こ と ができ る 。 国有地質探査会社が、 傘下の

企業の探鉱権を出資又は合作の条件と する 場合、 その傘下会社の社印捺印、

及びその責任者の署名を有する 同意書が必要と なる 。 国有地質探査会社が、

自ら 保有する 探鉱権をも って出資又は合作する 場合、 その上級管理部門が発

行する 書面によ る 譲渡に対する 同意が必要と なる 。 特に国有企業と 共同事業

を行う 外国投資家は、 こ の点に留意する 必要がある 。

評価及び背景

本弁法は、 外国投資家によ る 探鉱の投資に関する 、 散在し ていた過去の法律、

行政法規及び手続き に関する 規定を集約し 、 それを明確にし たも のである 。

本弁法は、 中国における 外国投資家によ る 探鉱投資に関する 活動を統制する

も のだと いえる 。

過去の中国における 外国投資家によ る 探鉱活動に関する 主な法律、 法規は主

に以下のも のがある 。

「 中華人民共和国鉱産資源法」 （ 1986 年公表、 施行、 1996 年改正、 1997 年

施行）

内容： 探鉱権、 採鉱権等の法的確認及び保護。

国土資源部、 国家計委、 国家経貿委、 財政部、 外経貿部、 国家工商行政管理

局によ る 「 外商探鉱開採非油気鉱産資源の投資の奨励に関する 若干意見の通

知」 （ 2000 年）
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内容： 外国投資家によ る 中国における 完全外国投資又は中国側と 協力方式の

探査の許容の確認。

外国投資家によ る 探鉱は、 外経貿部（ 当時） の批准及び工商行政管理機関で

の登記を経て、 国土資源部に探鉱権の申請をする こ と が必要と さ れた。 外国

投資家が国有中型、 大型企業の鉱産探査権、 採鉱権を買取る こ と ができ る 等

と 規定し た。 し かし 、 具体的な手続き 等は明確にさ れなかった。

外商投資産業指導目録

中華人民共和国国家発展改革委員会、 商務部（ 最新版 2007 年版）

外国投資家によ る 鉱産投資を奨励類、 制限類及び禁止類に分ける 。

その他の地方条例

雲南省外商投資探査開採鉱産資源条例（ 1999 年） 等がある 。

This Publication has been prepared for clients and professional associates of Baker & McKenzie. Whilst every effort has been made to ensure 
accuracy, this Publication is not an exhaustive treatment of the area of law discussed and no responsibility for any loss occasioned to any person 
acting or refraining from action as a result of material in this Publication is accepted by Baker & McKenzie.

東京青山・ 青木・ 狛法律事務所 ベ ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー 外国法事務弁護士事務所（ 外国法共同事業） は、 各国に 所在する オ フ ィ ス を メ ン バ ー フ ァ ー ム と する ス イ ス 法

上の 組織体で あ る ベ ー カ ー ＆マ ッ ケ ン ジ ー イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の メ ン バ ー フ ァ ー ム で す 。 専門的知識に 基づ く サ ー ビ ス を 提供する 組織体に お い て 共通し て 使用さ れて

い る 用語例に 従い 、 「 パ ー ト ナ ー 」 と は、 法律事務所に お け る パ ー ト ナ ー で あ る 者ま た はこ れと 同等の 者を 指し ま す。 同じ く 、 「 オ フ ィ ス 」 と は、 か か る い ず れか の

法律事務所の オ フ ィ ス を 指し ま す 。
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